
新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備事業　入札説明書等に関する新旧対照表 令和4年5月13日

1
要求水準書

【設計・建設
工事編】

58 第3章 第8節 2-2-1 8）構造等

② 散水は充填材に最適な条件となるよう
に、タイマーによる間欠式または連続式によ
り行うこと。なお補給水は水処理工程のろ過
水等を適切に導入するものとし、必要なもの
を具備するものとする。

② 散水は充填材に最適な条件となるよう
に、タイマーによる間欠式または連続式によ
り行うこと。なお補給水は井水等を適切に導
入するものとし、必要なものを具備するもの
とする。

要求水準書【設計・建設工事編】に
対する質問回答No.67による変更。

2
要求水準書

【運営・維持
管理業務編】

4 第2章 第1節 4 （5）希釈水
大仙市公共下水道から放流水を引き込むこ
と。

隣接している秋田県の秋田湾・雄物川流域下
水道大曲処理センターから放流水を引き込む
こと。

要求水準書【運営・維持管理業務
編】に対する質問回答No.3による変
更。

18 第4章 第5節
1
2

―

26 － － －
添付資料① 役割分
担表

4 様式集 － － － －
一覧表
様式第8号-1

「入札説明書 第３章２ (2) (ｴ)」に規定す
る施設の設計・建設工事実績

「入札説明書 第３章２ (1) (ｵ)」に規定す
る施設の設計・建設工事実績

様式集に対する質問回答No.1、
No.6、No.7による変更。

5 様式集 － － － －
一覧表
様式第8号-2

「入札説明書 第３章２ (3) (ｱ)」に規定す
る施設の運転管理業務実績

「入札説明書 第３章２ (2) (ｱ)」に規定す
る施設の運転管理業務実績

様式集に対する質問回答No.1、
No.8、No.9による変更。

6 様式集 － － － －
一覧表
様式第8号-3

「入札説明書 第３章２ (2) (ｲ)」に規定す
る監理技術者の資格及び業務経験

「入札説明書 第３章２ (1) (ｳ)」に規定す
る監理技術者の資格及び業務経験

様式集に対する質問回答No.1、
No.13、No.14による変更。

7 様式集 － － － －
一覧表
様式第8号-4

「入札説明書 第３章２ (3) (ｲ)」に規定す
る配置予定者の資格及び業務経験

「入札説明書 第３章２ (2) (ｲ)」に規定す
る配置予定者の資格及び業務経験

様式集に対する質問回答No.1、
No.16、No.17による変更。

3
要求水準書

【運営・維持
管理業務編】

長寿命化計画 施設長寿命化総合計画
要求水準書【運営・維持管理業務
編】に対する質問回答No.42による変
更。
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項目名 旧 新 変更理由資料名 頁 大項目 中項目 小項目

8 様式集 － － － － 様式第8号-3

※ 業務経験は1業務のみを記載してくださ
い。
※ 法令による資格については、当該資格等
を証する書類を添付してください。
※ 業務を行った施設が自社施設の場合、当
該施設の設置許可に関する書類の写しを添付
してください。
※ 現場総括責任者として業務を行った施設
の運転管理を業務として受託している場合、
当該業務を受託していることを証明する書類
(契約書の写し)、及び施設の概要が分かる書
類を添付してください。

※ 業務経験は1業務のみを記載してくださ
い。
※ 法令による資格については、当該資格等
を証する書類を添付してください。
※ 上記の実績を有していることが確認でき
る書類（契約書の写し又はコリンズの登録内
容確認書の写し等）を添付してください。

様式集に対する質問回答No.15による
変更。

9 様式集
36
37

－ － －
提案書類等の作成要
領

地元貢献 地域貢献 誤記による変更。

10 様式集 － － － －
様式第13号-12-1
様式第13号-16-1

※2 管内企業とは、組合管内に本店（建設業
法（昭和24年法律第100号）に規定する主た
る営業所を含む。）を有する企業をいう。

※2 管内企業とは、組合管内に事業所（許認
可登録を必要とする業種にあっては、当該認
可等を受けている事業所）等を有し、かつ、
入札公告日時点において大仙市、仙北市及び
美郷町のいずれかの入札参加資格を有する企
業をいう。

以下の質問回答による変更。
・入札説明書に対する質問回答No.32
・様式集に対する質問回答No.39、
No.63

11
基本契約書

（案）
1
2

－ － －
第4条
第8条
第9条

質問回答書及び対面的対話結果 質問回答書 誤記による変更。

12
運営・維持管
理業務委託契
約書（案）

7 － － － 第17条
(2)  月報：当該月の翌月5日まで (2)  月報：当該月の翌月5営業日以内 運営・維持管理業務委託契約書

（案）に対する質問回答No.13による
変更
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